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報告第１２号

   令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告に   

ついて

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項及び第２２条第１項の規定により、令和５年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率について、監査委員の意見を付けて報告する。

  令和６年９月２日提出

淡路市長  門  康 彦

   令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

１ 淡路市一般会計及び特別会計

(１) 健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－ － １３．６ ５５．６

（１２．６９） （１７．６９） （２５．０） （３５０．０）

備考

  １ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、それぞれ実質赤字額及び連結実質赤字

額がないため「－」を記載している。

  ２ （ ）欄の数値は、早期健全化基準を記載している。

(２) 資金不足比率

（単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率

産地直売所事業特別会計 －

温泉事業特別会計 －

津名港ターミナル事業特別会計 －

住宅用地造成事業等特別会計 －

下水道事業会計 －

備考 資金不足比率は、資金不足額がないため「－」を記載している。



令和6年度　実質公債費比率の状況（令和5年度決算）

R1 R2 R3 R4 R5

14.9% 15.0% 12.5% 13.7% 14.4%

R3 R4 R5

14.2% 13.8% 13.6%
(R1～R3) (R2～R4) (R3～R5)

普通会計分 6.2% 6.3% 6.7%

公営企業債の償還に対する繰出分 1.4% 1.3% 1.1%

一部事務組合の公債費類似経費 6.5% 6.1% 5.7%

債務負担行為のうち公債費に準ずる経費 0.0% 0.0% 0.0%

一時借入金 0.1% 0.1% 0.1%

11.2% 11.7% 11.9%

令和6年度　将来負担比率の状況（令和5年度決算）

R3 R4 R5

101.2% 74.5% 55.6%

54.6% 31.8% 16.8%

-32.1% -52.4% -63.2%

0.0% 0.0% 0.0%

54.8% 52.4% 49.3%

31.9% 31.8% 30.7%

9.7% 8.1% 6.3%

46.6% 42.7% 38.8%

82.3% 57.8% 31.1%

46.3% 45.1% 41.3%

67.3% 68.6% 48.6%

単年度

３カ年平均

（参考） 震災除き（３カ年平均）

全　体

普通会計のみ

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

組合等負担等見込額

退職手当負担見込額

　うち退職手当組合積立不足額

公営企業のみ

（参考） 震災除き

（参考） 洲本市

（参考） 南あわじ市
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